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○大山崎町総合計画条例施行規則 

平成２６年８月１日 

規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大山崎町総合計画条例（平成２６年条例第７号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（総合計画の計画期間） 

第２条 条例第２条に規定する総合計画の期間は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 基本構想 １０年 

（２） 基本計画 ５年 

（実施計画の策定） 

第３条 基本計画で定めた施策を実現するための具体的方策を示すために、実施計画を策定する。 

２ 実施計画の期間は、３年とする。ただし、１年を経過するごとに見直すものとする。 

（総合計画審議会） 

第４条 条例第７条の規定による大山崎町総合計画審議会（以下「審議会」という。）に、会長

及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第６条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会（以下「部会」という。）を置くことが

できる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。 

４ 部会の会議は、前条の例による。 

第７条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くこと

ができる。 
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（庁内体制） 

第８条 総合計画の計画素案等について調査及び審議するために、庁内に大山崎町総合計画策定

委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

２ 策定委員会は、町長が任命する者をもって組織し、委員名を総括委員とする。 

３ 策定委員会の総括委員は、職員のうち部長級及び課長の職にある者により構成し、計画素案

の審議及びその他必要な事項の審議を行う。 

４ 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

５ 策定委員会の委員長及び副委員長は、町長の指名するものをもってあてる。 

第９条 策定委員会を補助するため、検討部会を置く。 

２ 検討部会は、基本計画内の施策の分野ごとに設置する。 

３ 検討部会は、本庁に勤務する職員のうち各分野を所管する部署の管理職員等及びリーダーの

職にある者により構成し、計画素案に係る調査及び計画素案の作成を行う。 

（庶務） 

第１０条 審議会及び庁内体制の庶務は、総合計画に関する事務を所管する部局において所掌す

る。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日以後最初に召集される審議会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、

町長が招集する。 

（大山崎町総合計画策定に関する規則の廃止） 

３ 大山崎町総合計画策定に関する規則（昭和４７年規則第９号）は、廃止する。 

（大山崎町総合計画審議会運営規則の廃止） 

４ 大山崎町総合計画審議会運営規則（昭和６０年規則第８号）は、廃止する。 

 


